
 

 

 
 

事 務 連 絡 

令和４年８月 22 日 

 

各都道府県・指定都市空き家対策担当部局 御中 

国土交通省住宅局住宅総合整備課 

 総務省地域力創造グループ地域振興室 

 

住民基本台帳法における空家等対策の推進に関する特別措置法第９条第１項の調査に

関する事務の追加について（情報提供） 

 

令和３年の地方分権改革に関する提案募集の中で「管理不全空家の所有者特定のた

めの住民基本台帳ネットワークシステムの利用範囲拡大」を提案いただいていたとこ

ろ（別添１）、「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年 12月 21日

閣議決定）において、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。

以下「法」という。）に基づき、市区町村が空家等の所有者等を把握するための調査（法

第９条第１項）に関する事務を処理する場合については、住民基本台帳ネットワーク

システムから本人確認情報の提供を受けることができるものとするとされました。 

この対応方針の決定を受け、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律」（令和４年法律第 44号）が令和４年５月 20

日に公布され、また、総務省において「住民基本台帳法別表第一から別表第六までの

総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令」（令和４年総務省令第 55

号）が同年８月 19 日に公布され、いずれも同年８月 20 日に施行されました（別添２

及び３）。 

これにより、法第９条第１項の調査に関する事務のうち、当該調査の対象となる者

の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認について、新たに住民基本台

帳ネットワークシステムを活用できるようになりましたので、お知らせします。 

都道府県におかれては、貴管内の市区町村（指定都市を除く。）に対してもこの旨周

知願います。 

 

（別添１）令和３年の地方分権改革に関する提案「管理不全空家の所有者特定のための住民基

本台帳ネットワークシステムの利用範囲拡大」についての最終的な調整結果 

（別添２）【官報】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」（令和４年法律第 44号）（第２条） 

（別添３）【官報】「住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定め

る省令の一部を改正する省令」（令和４年総務省令第 55号） 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

三

第
二
百
六
十
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
備
え
置
か
ず
、

又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

四

第
二
百
六
十
条
の
四
十
第
二
項
又
は
第
二
百
六
十
条
の
四
十
一
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
合
併
を
し
た

と
き
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
を
第
二
百
六
十
条
の
四
十
八
と
し
、
第
二
百
六
十
条
の
三
十
九
を
第
二
百
六
十
条
の
四
十

七
と
し
、
第
二
百
六
十
条
の
三
十
八
を
第
二
百
六
十
条
の
四
十
六
と
し
、
第
二
百
六
十
条
の
三
十
七
の
次
に
次
の
八

条
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
八

認
可
地
縁
団
体
は
、
同
一
市
町
村
内
の
他
の
認
可
地
縁
団
体
と
合
併
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
九

認
可
地
縁
団
体
が
合
併
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。前

項
の
決
議
は
、
総
構
成
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
約
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
併
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
現
に
そ
の
活
動
を
」
と
あ
る
の
は
、「
合
併
し
よ
う
と
す
る
各
認
可
地
縁
団
体
が
連

携
し
て
当
該
目
的
に
資
す
る
活
動
を
現
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十

認
可
地
縁
団
体
は
、
前
条
第
三
項
の
認
可
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
可
の
通
知
の
あ
つ

た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
財
産
目
録
を
作
成
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
が
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
可
地
縁
団
体
は
、
前
条
第
三
項
の
認
可
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
可
の
通
知
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以

内
に
、
そ
の
債
権
者
に
対
し
、
合
併
に
異
議
が
あ
れ
ば
一
定
の
期
間
内
に
述
べ
る
べ
き
こ
と
を
公
告
し
、
か
つ
、

判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
対
し
て
は
、
各
別
に
こ
れ
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
期
間
は
、
二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
一

債
権
者
が
前
条
第
二
項
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
な
か
つ
た
と
き
は
、
合
併
を
承
認
し

た
も
の
と
み
な
す
。

債
権
者
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
認
可
地
縁
団
体
は
、
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
供
し
、
又
は
そ

の
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
若
し
く
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
相
当

の
財
産
を
信
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
併
を
し
て
も
そ
の
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
併
し
よ
う
と
す
る
各
認
可
地
縁
団
体
は
、
前
条
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
共
同
で
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
二

合
併
に
よ
り
認
可
地
縁
団
体
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
規
約
の
作
成
そ
の
他
認
可
地
縁

団
体
の
設
立
に
関
す
る
事
務
は
、
各
認
可
地
縁
団
体
に
お
い
て
選
任
し
た
者
が
共
同
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
三

合
併
後
存
続
す
る
認
可
地
縁
団
体
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
認
可
地
縁
団
体
は
、
合

併
に
よ
り
消
滅
し
た
認
可
地
縁
団
体
の
一
切
の
権
利
義
務
（
当
該
認
可
地
縁
団
体
が
そ
の
行
う
活
動
に
関
し
行
政

庁
の
認
可
そ
の
他
の
処
分
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
利
義
務
を
含
む
。）を
承
継
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
四

市
町
村
長
は
、
第
二
百
六
十
条
の
四
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
届
出
に
係
る
合
併
に
つ
い
て
第
二
百
六
十
条
の
三
十
九
第
三
項
の
認
可
を
し
た
旨
そ
の
他
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
可
地
縁
団
体
の
合
併
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
よ
り
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

合
併
に
よ
り
設
立
し
た
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
の
日
に
お
い
て
認
可
地
縁
団
体
と
な
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
事
項
は
、
第
二
百
六
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
事
項
と
み

な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
後
存
続
す
る
認
可
地
縁
団
体
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
従
前
の
告
示
は
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

第
二
百
六
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
五
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
四
十
四
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
務
省
関
係
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
三
条

第
七
条
）

第
三
章

農
林
水
産
省
関
係
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
四
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
十
条
）

第
五
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
務
省
関
係

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
十
八
第
三
項
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え

る
。第

二
百
六
十
条
の
十
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
二

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
構
成

員
全
員
の
承
諾
が
あ
る
と
き
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
電
磁

的
方
法
に
よ
る
決
議
に
係
る
構
成
員
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
全
員
の

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
合
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と

み
な
す
。

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
る
決
議
は
、
総
会
の
決
議
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

総
会
に
関
す
る
規
定
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
決
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
第
三
号
中
「
認
可
」
を
「
第
二
百
六
十
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の

認
可
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

合
併
（
合
併
に
よ
り
当
該
認
可
地
縁
団
体
が
消
滅
す
る
場
合
に
限
る
。）

第
二
百
六
十
条
の
二
十
四
中
「
決
定
」
の
下
に
「
及
び
合
併
」
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
」
を
「
後
遅
滞
な
く
、」

に
、「
二
箇
月
を
」
を
「
二
月
を
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
一
第
一
項
中
「
財
産
は
」
の
下
に
「
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
合
併
に
よ
る
解
散
の

場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
条
の
四
十
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。





（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
五
の
三
十
四
の
項
を
五
の
三
十
五
の
項
と
し
、
五
の
二
十
八
の
項
か
ら
五
の
三
十
三
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
五
の
二
十
七
の
項
中
「
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
」
を
「
別
表
第
四
の
四
の
二
十

八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
五
の
二
十
八
の
項
と
し
、同
表
中
五
の
二
十
六
の
項
を
五
の
二
十
七
の
項
と
し
、

五
の
二
の
項
か
ら
五
の
二
十
五
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
二

市
町
村
長

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
に
よ
る
同
法
第
二
十
五

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
に
関
す
る

事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
の
二

市
町
村
長

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
同
法
第
六
条

第
三
項
の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
地

籍
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
の
二

市
町
村
長

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百

二
十
七
号
）
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
中
六
の
三
の
項
を
六
の
四
の
項
と
し
、
六
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
の
三

都
道
府
県
知
事

水
道
法
に
よ
る
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
又
は
同
法
第
二

十
五
条
の
七
の
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
の
二
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
二
の
二

都
道
府
県
知
事

国
土
調
査
法
に
よ
る
同
法
第
五
条
第
四
項
の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又

は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
中
四
の
三
十
四
の
項
を
四
の
三
十
五
の
項
と
し
、
四
の
二
の
項
か
ら
四
の
三
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
の
二

市
町
村
長

水
道
法
に
よ
る
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
又
は
同
法
第
二

十
五
条
の
七
の
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
の
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
の
二

市
町
村
長

国
土
調
査
法
に
よ
る
同
法
第
六
条
第
三
項
の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又

は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
の
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
の
二

市
町
村
長

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
一
項

の
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
二
百
六
十
条
の
四
十
五

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
二
百
六
十
条
の
三
十

九
第
三
項
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
百
六
十
条
の
三
十
九
第
三
項
の
認
可
を
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
て
も
第
二
百
六
十
条
の
四
十
一
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
い
と
き
。

二

認
可
地
縁
団
体
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
二
百
六
十
条
の
三
十
九
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
後
に
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
第
二
百
六
十
条

の
三
十
九
第
三
項
の
認
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
認
可
に
係
る
合
併
を
し
た
認
可
地
縁
団
体
は
、
当
該

合
併
の
効
力
が
生
じ
た
日
後
に
合
併
後
存
続
し
た
認
可
地
縁
団
体
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
認
可
地
縁
団
体
が

負
担
し
た
債
務
に
つ
い
て
、
連
帯
し
て
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
。

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
合
併
の
効
力
が
生
じ
た
日
後
に
合
併
後
存
続
し
た
認
可
地
縁
団
体
又
は
合

併
に
よ
り
設
立
し
た
認
可
地
縁
団
体
が
取
得
し
た
財
産
は
、当
該
合
併
を
し
た
認
可
地
縁
団
体
の
共
有
に
属
す
る
。

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
各
認
可
地
縁
団
体
の
第
二
項
の
債
務
の
負
担
部
分
及
び
前
項
の
財
産
の
共
有

持
分
は
、
各
認
可
地
縁
団
体
の
協
議
に
よ
つ
て
定
め
る
。

別
表
第
五
中
第
七
号
の
三
を
第
七
号
の
四
と
し
、
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
三

水
道
法
に
よ
る
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の

別
表
第
五
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
二

国
土
調
査
法
に
よ
る
同
法
第
五
条
第
四
項
の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第

一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
二
章

厚
生
労
働
省
関
係

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
五
第
二
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
行
つ
た
と
き
は
、」を
「
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は
当
該
医
療
費
支
給
認
定
患
者
に
対
し
、
医
療
受
給
者

証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
」
に
改
め
る
。

（
医
師
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
歯
科
医
師
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
薬
剤
師
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
定
医
療
機
関
の
名
称
」
を
削
る
。

第
十
条
第
二
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
行
っ
た
と
き
は
、」を
「
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
給
認
定
患
者
等
に
対
し
、
医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
」
に
改
め
る
。

第
三
章

農
林
水
産
省
関
係

（
土
地
改
良
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
十
項
、
第
九
十
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
項
」
を
、「
と
し
て
、」と
」

の
下
に
「
、「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
土
地
改
良
事
業
に
係
る
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
は
、
そ
の
賦
課
徴
収
を
受
け
る
べ
き
者
の
三
分
の
二

以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
」
を
、「「
土
地
改
良
事
業
」
の
下
に「（
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
、「
国
又
は
都
道
府
県
は
、
応
急
工
事
計
画
を
定
め
て
」
と
あ

る
の
は
「
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
て
応
急
工
事
計
画
を
定
め
、」と
」
を
削
り
、「
得
て
」
と
」

の
下
に
「
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
項
、
第
四
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
」
と
、「
第
八
十
七
条
の
四
第

一
項
又
は
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

（
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
導
入
す
べ
き
産
業
の
業
種
そ
の
他
」
を
削
る
。

第
四
章

経
済
産
業
省
関
係

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に「（
一
の
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
域
内
に
の
み
販
売
所

を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の

長
）」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
（
以
下
「
経

済
産
業
大
臣
等
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

五

第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者
が
、
同
時
に
、
同
項
の
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
者
の

地
位
及
び
同
項
の
指
定
都
市
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
に
限
る
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者
の

地
位
を
承
継
し
た
と
き
、
又
は
同
項
の
指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
二
以
上
の
者
の
地
位
を
承
継
し
た
と

き
（
当
該
指
定
都
市
が
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
同
一
の
指
定
都
市
で

あ
る
と
き
を
除
く
。）
都
道
府
県
知
事

第
十
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十

九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」

を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
経
済
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
に
、「
経
済
産
業
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」

を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
、「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か

に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に「（
一
の
指
定
都
市
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
販
売
所
の
事
業

と
し
て
販
売
さ
れ
る
液
化
石
油
ガ
ス
の
一
般
消
費
者
等
に
つ
い
て
の
保
安
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
販

売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」

を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
三
十
五
条
の
二
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
三
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
、「
一
に
」
を
「
い
ず

れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
指
定
都
市
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
都
道
府
県

の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
所
を
廃
止
し
て
、」を
削
り
、「
一
の
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
一
の
指
定
都
市
」を
加
え
、

「
販
売
所
を
設
置
す
る
」
を
「
の
み
販
売
所
を
有
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
当
該
指
定
都
市
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
販
売
所
を
有
す
る
こ
と
と

な
つ
た
と
き
。

第
八
条
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、「
を
受
け
た
事
業
」
を
「
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
の
登
録

を
受
け
た
事
業
」
に
、「
を
受
け
た
も
の
に
」
を
「
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
も
の
に
」
に
、「
に
同

項
の
経
済
産
業
大
臣
」
を
「
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
同

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
の
登
録
又
は
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
、「
と
き
。」を

「
と
き

経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
又
は
他
の
都
道
府
県
知
事

の
登
録
を
受
け
た
」
を
「
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
」
に
、「
と
き
。」を
「
と
き

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者
」
に

改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
、
他
の
都
道
府
県
知
事
の
登
録
又
は
指
定
都
市
（
そ
の
登
録
に

係
る
都
道
府
県
の
区
域
外
の
指
定
都
市
に
限
る
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者

経
済
産
業
大
臣

ロ

第
三
条
第
一
項
の
指
定
都
市
（
イ
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
除
く
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者

都
道
府

県
知
事

第
十
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

第
三
条
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
地
位
を
承
継
し
た

と
き

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

第
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
、
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
登
録
に
係
る
指
定
都
市
の
区
域
を
管

轄
し
な
い
都
道
府
県
知
事
に
限
る
。）の
登
録
又
は
他
の
指
定
都
市
（
そ
の
登
録
に
係
る
指
定
都
市
と
同
一
の

都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
を
除
く
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者

経
済
産
業
大
臣

ロ

第
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
（
イ
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。）の
登
録
又
は
他
の
指
定
都

市
（
イ
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
除
く
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者

都
道
府
県
知
事

第
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者
が
、
同
時
に
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
の

地
位
及
び
同
項
の
都
道
府
県
知
事
の
登
録
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た

と
き
、
同
項
の
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
者
の
地
位
及
び
同
項
の
指
定
都
市
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域

外
の
指
定
都
市
に
限
る
。）の
長
の
登
録
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
と
き
、
同
項
の
都
道
府
県
知
事
の
登

録
を
受
け
た
二
以
上
の
者
の
地
位
を
承
継
し
た
と
き
（
当
該
都
道
府
県
が
同
一
で
あ
る
と
き
を
除
く
。）、
又
は

同
項
の
指
定
都
市
の
長
の
登
録
を
受
け
た
二
以
上
の
者
の
地
位
を
承
継
し
た
と
き
（
当
該
指
定
都
市
が
同
一
の

都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
で
あ
る
と
き
を
除
く
。）
経
済
産
業
大
臣
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第
三
十
五
条
の
四
中
「
第
六
条
第
一
号
及
び
第
三
号
」
を
「
同
条
各
号
」
に
改
め
、「
、
同
条
第
二
号
中
「
お
け
る

販
売
所
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
さ
れ
る
販
売
所
の
事
業
と
し
て
販
売
さ
れ
る
液
化
石
油
ガ
ス
の
一
般
消
費
者
等
に
つ

い
て
の
保
安
業
務
」
と
、「
販
売
所
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
さ
れ
る
販
売
所
の
事
業
と
し
て
販
売
さ
れ
る

液
化
石
油
ガ
ス
の
一
般
消
費
者
等
に
つ
い
て
の
保
安
業
務
を
行
う
」
と
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
の
五
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
又
は
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
七
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大

臣
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
」
及
び
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業

大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に「（
指
定
都
市
の
区
域

内
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
以
下
こ
の
章
、
第
三
十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
又
は
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

（
下
水
道
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
七
項
中
「
聴
く
と
と
も
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議

し
な
け
れ
ば
」
を
「
聴
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中「
協
議
を
」

を
「
届
出
を
」
に
改
め
、「
と
き
は
、」の
下
に
「
当
該
届
出
の
内
容
を
」
を
加
え
、「
協
議
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
府
県
の
求
め
に
応
じ
、
前
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
に
関

し
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

９

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
助
言
を
行
う
に
際
し
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

10

都
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
十
一
条
の
規
定
及
び
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
一
条
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
十
八
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
百
六
十
条
の
二
十
八
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第
十
条
の
規
定

並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

（
土
地
改
良
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
土
地
改
良
法
」
と
い
う
。）第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
土
地
改

良
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
て
そ
の
応
急
工
事
計
画
を
定
め
た
土
地

改
良
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
旧
土
地
改
良
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
旧
土
地
改
良
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
賦
課
徴
収
、
旧
土
地
改
良
法
第
九
十
六
条

の
四
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
土
地
改
良
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
及
び

旧
土
地
改
良
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
土
地
改
良
法
第
九
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
又
は
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
八
十
六
条
の
二
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）」を
削
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
、「
を
都
道
府

県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
充
て
ん
の
」
を
「
充
塡
の
」
に
、「
又
は
都
道

府
県
知
事
」
を
「
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
長
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
。

二

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第
九
十
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
等
」
に
改
め
る
。

第
五
章

国
土
交
通
省
関
係

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
五
条
第
七
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は
前
項
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
官
公
署
、
病
院
、
学
校
そ
の
他
の
公
益
上
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途

に
供
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
八
十
五
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
行
政
庁
は
、
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
、
安
全
上
、
防

火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
延

長
に
係
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ

の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
」
を「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は
前
項
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
病
院
、
学
校
そ
の
他
の
公
益
上
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る

災
害
救
助
用
建
築
物
又
は
公
益
的
建
築
物
に
つ
い
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
七
条
の
三
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
行
政
庁
は
、
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
災
害
救
助
用
建
築
物
又
は
公
益
的
建
築
物
に

つ
い
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
当
該
延
長
に
係
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
災
害
救
助
用
建
築
物
又
は
公
益

的
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
百
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
八
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項

第
十
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六

号
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、同
項
第
十
七
号
中「
第

八
十
七
条
の
三
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。）

前
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
液
化
石
油
ガ
ス
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
た
登
録
等
の
処
分
そ
の

他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。）又
は
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧

液
化
石
油
ガ
ス
法
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
登
録
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。）で
、
第
三
号
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を

行
う
べ
き
者
が
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
指
定
都
市
」

と
い
う
。）の
長
と
な
る
も
の
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
に
お
け
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
液
化
石
油
ガ
ス

の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
液
化
石
油
ガ
ス
法
」
と
い
う
。）

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
液
化
石
油
ガ
ス
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
指
定

都
市
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２

第
三
号
施
行
日
前
に
旧
液
化
石
油
ガ
ス
法
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
第
三
号
施
行
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
新
液

化
石
油
ガ
ス
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
新
液
化
石
油
ガ
ス
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
下
水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
下
水
道
法
第
二
条
の
二
第
七
項
（
同
条
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
協
議
の
申
出
は
、
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
下
水
道
法
第
二
条
の
二
第
十
項
（
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
国
土
交
通
大
臣
へ
の
届
出
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、

政
令
で
定
め
る
。

（
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
の
七
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、「
許
可
」
と
、
同
項
本
文
」
を「
許
可
」

と
、
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
中
「
、
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
第
八
条
に
規
定

す
る
部
隊
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、「
。
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
。
自
衛
隊
の
部
隊
等
」
と
、
同
法
第
八
十

七
条
の
三
第
三
項
本
文
」
に
、「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
同
条
第
五
項
中
「
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
の
部
隊

等
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。

（
都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
四
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め

る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）」を
削
り
、「
存
続
期
間
等
」
を
「
存
続
期

間
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
十
一
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
非
常
災
害
の

被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て「
旧
特
定
非
常
災
害
法
」

と
い
う
。）第
八
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
次
項
及
び
附

則
第
十
四
条
に
お
い
て
「
新
基
準
法
」
と
い
う
。）第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
期
間
の
延
長
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
特
定
非
常
災
害
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
に
係
る
申
請

は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長

に
係
る
申
請
と
み
な
す
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
及

び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の

三
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
被
災
者
」と
あ
る
の
は
、

「
避
難
住
民
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
一
条
中
「
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
ま
で
」
に
、「
、
第
八
条
及
び
第
九
条
」
を
「
及
び
第
八
条
」
に

改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

別
表
の
四
の
項
中
「
応
急
仮
設
建
築
物
活
用
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
区
域
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
復
興
特
区
法
」
と
い
う
。）第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
建

築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
の
許
可
の
期
間
の
延
長
は
、
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て

い
る
許
可
の
期
間
の
延
長
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
復
興
特
区
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
の
許
可
の
期
間
の
延
長
に
係
る
申
請
は
、
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
に
係
る
申
請
と
み
な
す
。

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本

文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七

条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、「
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
八

十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、「「
非
常
災
害
区
域
等
（
」
を
「
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
非
常
災
害
区
域
等

（
」
に
、「
同
項
中
「
非
常
災
害
が
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
」
と
、」を
「
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及

び
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
医
療
」と
、「
建
築
物
が
」

と
あ
る
の
は
「
医
療
施
設
が
」
と
、
同
条
第
一
項
中
」
に
改
め
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
当
該
復
興
推
進
計
画
」
及
び
「
計
画
の
変

更
の
認
定
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
活
用
事
業
の
期
間

の
定
め
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、」を
削
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
う
ち
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
改
正
規
定
中
「
別
表
第
二
の
五
の
二

十
七
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
」
に
改
め
、同
法
別
表
第
三
中
六
の
三
の
項
を
六
の
四
の
項
と
し
、

六
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
別
表
第
三
中
」
の
下
に
「
六
の
四
の
項
を
六
の
五
の
項
と

し
、」を
加
え
、
同
法
別
表
第
五
中
第
七
号
の
三
を
第
七
号
の
四
と
し
、
第
七
号
の
二
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規

定
中
「
別
表
第
五
中
」
の
下
に
「
第
七
号
の
四
を
第
七
号
の
五
と
し
、」を
加
え
る
。

（
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
二
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
改
正
規
定
中
「
別
表
第
二
の
五
の
十

一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

金
子

恭
之

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

農
林
水
産
大
臣

金
子
原
二
郎

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

防
衛
大
臣

岸

信
夫





住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務

省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
16

略
﹈

﹇
２
〜
16

同
上
﹈

17

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七

号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十

五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

二

水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

18

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

17

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十

略
﹈

﹇
一
〜
十

同
上
﹈

19

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

18

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

20

法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
五

略
﹈

﹇
一
〜
十
五

同
上
﹈

21

法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
総
務
省
令
第
五
十
五
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
十
九
日

総
務
大
臣

寺
田

稔





22

法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

21

法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

23

法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

22

法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

24

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

23

法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

25

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

24

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

26

法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

25

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

27

法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

26

法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

28

法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
。

27

法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
。

29

法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

28

法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

30

法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

29

法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

31

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

30

法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

32

法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

33

法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

32

法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

34

法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

33

法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

35

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

34

法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

三

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
条
第
三

十
二
項
第
八
号
、
第
四
条
第
三
十
四
項
第
三
号

及
び
第
五
条
第
三
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て

「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
九

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
届
出
の
受
理
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

三

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
条
第
三

十
一
項
第
八
号
、
第
四
条
第
三
十
三
項
第
三
号

及
び
第
五
条
第
三
十
項
第
八
号
に
お
い
て
「
昭

和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
九
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
届
出
の
受
理
、
そ
の

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

届
出
に
対
す
る
応
答

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

36

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

35

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

37

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

38

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

37

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

39

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

40

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
三

略
﹈

﹇
一
〜
十
三

同
上
﹈

41

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

40

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

42

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

41

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

43

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

42

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

44

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

43

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
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規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る
。

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る
。

45

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

44

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

46

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

45

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

47

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

46

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

48

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

47

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

49

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

48

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

50

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

49

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

51

﹇
略
﹈

50

﹇
同
上
﹈

52

﹇
略
﹈

51

﹇
同
上
﹈

53

﹇
略
﹈

52

﹇
同
上
﹈

54

法
別
表
第
二
の
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
指
定
を
受
け

た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
地

﹇
新
設
﹈

55

﹇
略
﹈

53

﹇
同
上
﹈

56

法
別
表
第
二
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

54

法
別
表
第
二
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
六

﹇
略
﹈

一
〜
六

﹇
同
上
﹈

七

住
宅
地
区
改
良
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営

住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
五
十
五
号
。次
条
第
六
十
二
項
第
七
号
、

第
四
条
第
五
十
五
項
第
七
号
及
び
第
五
条
第
六

十
二
項
第
七
号
に
お
い
て「
平
成
八
年
改
正
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
営
住
宅
法
」
と
い

う
。）第
十
二
条
第
二
項
（
旧
公
営
住
宅
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
家
賃
若
し
く
は
割
増
賃
料
の
減
免

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

住
宅
地
区
改
良
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営

住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
五
十
五
号
。
次
条
第
六
十
項
第
七
号
、

第
四
条
第
五
十
三
項
第
七
号
及
び
第
五
条
第
六

十
項
第
七
号
に
お
い
て
「
平
成
八
年
改
正
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
営
住
宅
法
」
と
い

う
。）第
十
二
条
第
二
項
（
旧
公
営
住
宅
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
家
賃
若
し
く
は
割
増
賃
料
の
減
免

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

八
〜
十

﹇
略
﹈

八
〜
十

﹇
同
上
﹈

57

﹇
略
﹈

55

﹇
同
上
﹈

58

﹇
略
﹈

56

﹇
同
上
﹈

59

法
別
表
第
二
の
九
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

第
九
条
第
一
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と

な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所

の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

60

﹇
略
﹈

57

﹇
同
上
﹈

61

﹇
略
﹈

58

﹇
同
上
﹈

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
三
条

﹇
略
﹈

第
三
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
19

略
﹈

﹇
２
〜
19

同
上
﹈

20

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二

水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土
地
の
所
有
者
そ

の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
代

理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す

る
。
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21

法
別
表
第
三
の
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

22
〜
59

﹇
略
﹈

21
〜
58

﹇
同
上
﹈

60

法
別
表
第
三
の
二
十
二
の
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
五
条
第
四
項

の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の

四
第
一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土

地
の
所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ

れ
ら
の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実

の
確
認
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

61
〜
69

﹇
略
﹈

59
〜
67

﹇
同
上
﹈

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
15

略
﹈

﹇
２
〜
15

同
上
﹈

16

法
別
表
第
四
の
四
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二

水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

17

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

16

法
別
表
第
四
の
四
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十

略
﹈

﹇
一
〜
十

同
上
﹈

18

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

17

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

19

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

18

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
五

略
﹈

﹇
一
〜
十
五

同
上
﹈

20

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

21

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

22

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

21

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

24

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

23

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

25

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

24

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

26

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

25

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

27

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
。

26

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
。

28

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

27

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

29

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

28

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

30

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

29

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

31

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

30

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

32

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

33

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

32

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

34

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

33

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

35

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

34

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

23

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

22

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈
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36

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

35

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

37

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

38

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

37

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

39

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
三

略
﹈

﹇
一
〜
十
三

同
上
﹈

40

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

41

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

40

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

42

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

41

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

43

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る
。

42

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る
。

44

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

43

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

45

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

44

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

46

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

45

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

47

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

46

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

48

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

47

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

49

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

48

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る
。

50

﹇
略
﹈

49

﹇
同
上
﹈

51

﹇
略
﹈

50

﹇
同
上
﹈

52

﹇
略
﹈

51

﹇
同
上
﹈

53

法
別
表
第
四
の
六
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
六
条
第
三
項
の
指

定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第

一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土
地
の

所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

54
〜
57

﹇
略
﹈

52
〜
55

﹇
同
上
﹈

58

法
別
表
第
四
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務

の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

59

﹇
略
﹈

56

﹇
同
上
﹈

60

﹇
略
﹈

57

﹇
同
上
﹈

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
18

略
﹈

﹇
２
〜
18

同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



19

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

二

水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

20

法
別
表
第
五
第
七
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

21
〜
59

﹇
略
﹈

20
〜
58

﹇
同
上
﹈

60

法
別
表
第
五
第
二
十
七
号
の
二
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
五
条
第
四
項
の

指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四

第
一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土
地

の
所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

61
〜
69

﹇
略
﹈

59
〜
67

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


